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1.会社概要 

≪会社概要≫ 

項   目 内   容 

商     号 マルワ環境株式会社 

所  在  地 本   社 徳島県徳島市川内町平石夷野３５番地の１ 

       電話 (088)697-0051 FAX (088)697-0052 

北島支店  板野郡北島町北村字鍋井４４番地３ 

（リサイクルセンターまるわ） 

電話 (088)697-0101 FAX (088)697-0052 

鳴門支店  鳴門市大麻町東馬詰字参番越４３番地１ 

代  表  者 代表取締役 丸山修平 

創     業 昭和３２年 １月１０日 

資  本  金 １，０００万円 

従 業 員 数 ２３名（幹部含） 

2020 年度売上高 ３７０百万円 

収集運搬業（産業廃棄物） １，０１８ｔ 

（内訳）木くず：33ｔ／廃プラスチック類：503ｔ／その他：482ｔ 

収集運搬業（一般廃棄物） ８３ｔ 

環境管理責任者氏名 

及び担当者 

環境管理責任者 氏名 丸山嘉代子 

          電話（088）697-0051 

環境委員会事務局 氏名 川口 薫 

          電話（088）697-0101 

 

＜組織図＞ 
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代表取締役 

丸山 修平 

リサイクル責任者 中間処分責任者（産廃） 

環境委員会事務局 

川口 薫 

収集運搬（産廃・一廃） 

環境管理責任者 

（取締役） 

丸山 嘉代子 

丸山 あゆ美 

コンサルタント 建設解体 

（主担当）西岡 泰伸 

（副担当）木暮 文彦 

（副担当）松下 慎吾 

（主担当）丸山 修平 

（副担当）丸山 嘉代子 

（主担当）丸山 修平 

（副担当）西岡 泰伸 

丸山 泰弘 

 

西岡 泰伸 

 

1. 環境経営方針の策定と見直し 

2. 代表者によるマネジメントシステム全体の評価と見直し 

3. 環境経営レポートの承認 

4. 環境経営目標及び環境経営計画の承認 

5. 環境経営方針の周知徹底 

1. EA-21 マネジメントシステムの確立、実施推進、維持管理 

2. 環境への負荷及び取組への自己チェックの実施 

3. 環境経営目標及び環境経営計画の策定と評価 

4. 環境経営レポートの作成 

5. EA-21 に関する実施把握と報告 

6. 社員の教育 

1. 環境管理責任者の補佐業務 

2. 環境文書及び記録の作成と管理 

3. 環境負荷データの把握 

（二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、排水量等） 

4. その他 EA-21 に関する業務 

5. コンプライアンス 

（環境関連法令等のチェック表作成並びに遵守チェック） 

1. 産業廃棄物と一般廃棄物の 

収集運搬業の管理・運営 

2. エコドライブの推進 

1. 産業廃棄物中間処理（破砕、圧

縮、圧縮・切断 

2. リサイクル原料の受入れ 

3. リサイクル原料の保管・管理 

4. リサイクル製品の運搬 

5. マテリアルリサイクルの推進 

1. リサイクル原料の受入れ 

2. リサイクル原料の保管・管理 

3. 選別作業   

4. 鉄くず切断 

5. 古紙を製品化 

6. リサイクル製品の運搬 

7. マテリアルリサイクルの推進 

1. 廃棄物発生減量 

2. 再生資源化率向上 

3. 処理費・経費削減 

4. 環境ＣＳＲ 

5. 経営者支援 

1. 現場責任者 

2. 手壊し解体作業 

3. 重機解体作業 

4. 騒音や交通整備等近隣への配慮 

 

総務責任者 

（主担当） 丸山 あゆ美 

（副担当）川口 薫、真鍋 亜季 

 1. 契約書等書類作成 

2. マニフェスト等データ管理 

3. パソコン入力 

4. 顧客、電話応対 

5. 地域コミュニケーションの推進（環境学習会、会社見学会等） 

≪EA-21 実施体制≫  「マルワ環境株式会社組織体制図」 

環境委員会 

1. 環境経営目標及び環境

経営計画の結果確認 

2. EA-21 に関する審議 
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≪事業活動の内容≫ 各種許可等   

 

□産業廃棄物処分業（徳島県） 

 許可番号   3620051619 

 許可年月日  令和 元 年 8 月 5 日   ／許可期限  令和 6 年 6 月 23 日 

事業の範囲  中間処理（破砕，圧縮，圧縮・切断） 

取扱種類  廃プラスチック類，紙くず，木くず，繊維くず，金属くず，ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 

□一般廃棄物処理業（収集，運搬・処分）許可（北島町）       

許可番号   清許第 3 号 

許可年月日  令和 4 年 2 月 22 日  ／許可期間 自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 

取扱種類   ごみ，粗大ごみ 

□廃棄物再生事業者（徳島県） 

許可番号   第 8 号 

許可年月日  平成 20 年 9 月 4 日 

取扱種類   一般廃棄物（廃プラスチック類，繊維くず） 

□一般廃棄物再生利用業指定証（北島町） 

 許可番号   北清第 210 号 

 許可年月日  令和 4 年 3 月 22 日  ／指定期間 令和 4 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで 

 取得種類   廃プラスチック類，繊維くず，木くず，紙くず，金属くず 

□一般廃棄物再生利用業指定証（徳島市） 

 許可番号   徳島市指令市環第 157 号 

 許可年月日  令和 5 年 3 月 10 日  ／指定期間 令和 5 年 3 月 26 日から令和 7 年 3 月 25 日まで 

 取得種類   金属くず（アルミ缶、ブリキ缶、自転車、家電製品）、紙くず（新聞、雑誌、段ボール、紙パック類）、 

繊維くず（古着衣類）、廃プラスチック類（ペットボトル、キャップ、ポリ袋） 

□産業廃棄物収集運搬業（徳島県） 

許可番号   3600051619 

許可年月日  令和 5 年 3 月 23 日   ／許可期限  令和 10  年 3 月 16 日 

事業の範囲 

積替え   なし 

 取扱種類  燃え殻，汚泥（無機性のものに限る），廃油，廃プラスチック類，紙くず，木くず，動植物性残さ，ゴムくず， 

金属くず，ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず，がれき類 

□再生資源回収事業者認定（日本再生資源事業協同組合連合会） 

許可番号   第Ｎ36Ｋ－00200 号 

許可年月日  令和 5 年 7 月 15 日（更新）／許可期限  令和 8 年 12 月 5 日 

取扱種類   金属類、古紙類、古繊維類、びんカレット 

□一般建設業（徳島県） 

許可番号   徳島県知事許可（般－01）第 6970 号 

許可年月日  令和 1 年 6 月 3 日    ／有効期間 令和 1 年 6 月 3 日から令和 6 年 6 月 2 日まで 

取扱種類   土木工事業／とび・土工工事業／解体工事業 

□徳島県優良産業廃棄物処理業者（徳島県） 

 認定番号   徳 210202 

 許可年月日  令和 4 年 3 月 12 日    ／許可期限  令和 7 年 3 月 11 日 

 認定区分   第 2 区分 

□古物商許可       徳島公安委員会   第 801050000025 号 

□金属屑取扱業許可    徳島公安委員会   第徳警北 3 号／第徳警北 9 号 

□自動車商許可      徳島公安委員会   第 25 号 
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≪施設等の状況≫     

① 車両 

ア、 運搬車両 

・鹿芥車・・・2.1ｔ（1 台）／1.9ｔ（1 台）／3.0ｔ（1 台）／2.0ｔ（1 台） 

・脱着装置付コンテナ専用車・・・8.3ｔ車（1 台）／3.8ｔ（1 台）／11.6ｔ（1 台） 

・キャブオーバ・・・1.0ｔ（1 台）／3.0ｔ（1 台）／3.5ｔ（1 台）／6.4ｔ（1 台） 

・ダンプ・・・3.0ｔ（1 台） 

イ、 営業車両 

・乗用車   ３台 

 

   ②その他の車両・機械等の処理能力 

施設の種類 
最大処理能力 

又は積載量等 
施設の名称・車両番号等 

古紙梱包機 ５．００ｔ／ｈ  渡辺鉄工㈱製／ラージベール 

圧縮梱包機 ２．８８ｔ／日  太陽機械製作所製／プラスチック類圧縮梱包機 

切断圧縮機 ４．００ｔ／日  太陽機械製作所製／アリゲーターシャ 

フォークリフト ２．５ｔ  トヨタバッテリーフォークリフト／７ＦＢ２５－３３９３４ 

フォークリフト １．８ｔ  トヨタバッテリーフォークリフト／７ＦＢ１８ 

フォークリフト ３．５ｔ  トヨタフォークリフト／７ＦＤＪ３５－２２４５５ 

油圧ショベル ０．８㎥  コベルコ建機㈱／ＹＦ０６－０２６６３ 

トラックスケール 秤量４０ｔ  ㈱クボタ／ＭＬＣ－７Ｅ－４０ｔ－３０８０ 

圧縮プレス機 ５ｔ未満  山本製作所 

空缶選別機 約１ｔ／ｈ  ㈱エーイーエム製 缶単君 

一軸破砕機 ４．０ｔ／日 西邦機工㈱製ＳＣ－３０ 
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≪フロー図≫ 一般廃棄物・産業廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

①紙 

    持込  

               選別    保管    圧縮    保管          製紙会社 

 収集運搬   自社  

②金属 

    持込                    切断                製鉄所 

              選別    保管           保管 

 収集運搬   自社               圧縮       アルミ       精錬所 

③廃プラスチック類    

                                                                  製紙会社 

               適 合 物    保管    破砕    袋詰          へ納入 

     持込    選別                          保管             

             不適合物             圧縮梱包            原料として 

                       埋立処分   圧縮梱                      販売 

④木くず    

     持込                                

              選別    保管    破砕    保管            チップ製造会社 

収集運搬   自社 

⑤ガラス・コンクリート・陶磁器くず 

     持込                                

              選別    保管    破砕    保管            原料として 

収集運搬   自社                               販売 

⑥繊維くず 

     持込 

              選別    保管    破砕    袋詰     保管   固形燃料製造会社 

収集運搬   持込 

                                  ウエスとして販売 

2.EA21 対象範囲  

EA-21 認証及び登録範囲 組織は、全組織・全活動を対象とします。 

レポート対象期間：2022 年 9 月 1 日～2023 年 8 月 31 日 レポート発行日：2023 年 11 月 7 日 
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3.環境経営理念・環境経営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境経営理念】 

私たちは、資源リサイクル及び廃棄物処理業者として、地球環境との共生・調和、地球環

境保全への取り組みを重要課題と認識するとともに、経営上の課題やチャンスを考慮しなが

ら環境負荷を継続的に削減し地球環境の美化・保全に社員一丸となって取り組みます。 

また、エコアクション 21 を通して国連が提唱する持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向

けた活動に取り組みます。 

【環境経営方針】 

1. 事業活動において環境保全に関する関係法令及び徳島県条例その他を遵守するとともに、

常に最新の知識や技術情報の収集についての努力を怠らず、全事業（全組織、全活動）

において環境マネジメントシステムの継続的改善を図り、環境経営に即した環境負荷の削減

と環境汚染の未然防止に努めます。 
 

2. 古紙・金属・プラスチックなどのマテリアルリサイクルを推進し、リサイクル率向上による資源の有

効利用に努めます。また、廃棄物排出量の削減に努めます。 

 

3. 収集・運搬車両のエコドライブを実施し、省エネと排気ガス抑制に取り組みます。 

 

4. 地球温暖化の防止と大気汚染の防止を最重要課題として捉え、エコドライブの実践など地球

温暖化ガスと使用エネルギーの削減に積極的に取り組みます。 

 

5. 水使用量の削減に努めます。 

 

6. 環境に配慮した製品、またはサービスの提供並びに施工に努めます。 

 

7. 児童・生徒・学生や養護学校生、市民による環境保全活動への支援及び参画を実践し、 

地域社会への貢献と障害者雇用の推進に努めます。 

 

8. この環境経営方針の達成のため、環境経営の継続的改善を図り、全社員を挙げて環境経

営活動を推進します。 

 

9. この環境経営方針は、全社員に周知徹底し、一般への開示を継続します。 

  

平成  20 年  4 月  1 日  制定   

令和  4 年  12 月 12 日  改定 

   マルワ環境株式会社 

代表取締役 丸山修平 

マルワ環境株式会社 環境経営方針 



9 

 

≪事業規模≫ 

項 目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 

収集運搬量 

産業廃棄物 

ｔ 

１，６３２ １，２１４ １，０１８ 

一般廃棄物 ５４ ９４ ８３ 

合計 １，６８６ １，３０８ １，１０１ 

中間処理量 ｔ     ９３８ ９４３ ８３９ 

売上高 百万円    ２９３   ４０９     ３７０    

従業員 人      ２２ ２３ ２３ 

敷地面積 ㎡ ４，７０２ ４，７０２ ４，７０２ 

  ※集計は、9月～翌 8月である。また、従業員数は 9月 1日時点のものとする。 

環境への負荷の状況 

≪取りまとめ表≫ 

 

受託した産業廃棄物、再生資源等の処理量等（自社運搬分） 

 

 

 

 

 

≪廃棄物処理料金≫  個別見積もりによる（見積もり料は無料）。 

項 目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 

 

二酸化炭素排出量 

 ㎏-CO2 １７２，７８７ １７１，６５３ １５８，７１６ 

購入電力 Kwh ４３，５３７ ４１，８３７ ３８，１３９ 

ガソリン L ３，７０６ ３，３９７ ３，６３７ 

軽油 L ５６，６１１ ５４，２３９ ５０，３１１ 

灯油 Ｌ １４０ ０ １５３ 

液化石油ガス ㎏ ６．３ １０．１ ９．９ 

水使用量 上水 ㎥ ５５２ ５２８ ３８３ 

廃棄物等排出量 
一般廃棄物 
（自社発生分） 

ｔ １．５ １．３ ０．９ 

項 目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 

 

産業廃棄物 

収集運搬量 ｔ １，６３２ １，２１４ １，０１８ 

中間処理量 ｔ ９３８ ９４３ ８３９ 

  うち再資源化等量 ｔ １０４ ８１ ７７ 

中間処理後の処分量 ｔ ８４４ ８１９ ７４５ 

 最終処分量等 ｔ ３７３ ４０２ ３５２ 

 中間処理量等 ｔ ４７１ ４１７ ３９３ 

     

項 目 単位 2020年度 2021年度 2022年度 

一般廃棄物 
（可燃物／焼却処理）     

収集運搬 ｔ ５４ ９４ ８３ 
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収集運搬車両燃費 

 

※ 未把握理由：車両故障・修理のため未使用、給油 0（ゼロ）の月などがあり平均データが把握不可。 

 

項 目 車両 2020年度 2021年度 2022年度 

 

走行距離 

  （ｋｍ） （ｋｍ） （ｋｍ） 

軽油 2.1ｔパッカー車（車番 100） 18,472 23,610 20,059 

軽油 3.0ｔパッカー車（車番 200） 10,397 8,942 11,039 

軽油 1.9ｔパッカー車（車番 300） 21,480 22,230 20,845 

軽油 3.8ｔアームロール車（車番 500） 18,222 16,065 15,192 

軽油 11.6ｔアームロール車（車番 50） 25,933 27,029 23,061 

軽油 8.3ｔアームロール車（車番 55） 21,756 11,706 11,165 

軽油 6.4ｔユニック車（車番 37） 5,052 5,006 7,066 

軽油 3.0ｔダンプ車（車番 530） 6,129 4,610 3,893 

軽油 

 

3.0ｔユニック車（車番 530） 12,209 10,909 9,147 

軽油 3.5ｔユニック車（車番 5300） 11,821 13,604 10,097 

軽油 1.0ｔトラック（車番 6767） 6,774 6,001 5,396 

軽油 2.0ｔパッカー車（車番 16） 11,197 4,067 3,101 

全車両年間合計走行数 169,442 153,779 140,061 

項 目 車両 2020年度 2021年度 2022年度 

 

燃費 

  （ｋｍ／ℓ） （ｋｍ／ℓ） （ｋｍ／ℓ） 

軽油 2.1ｔパッカー車（車番 100） 3.8 3.8 3.6 

軽油 3.0ｔパッカー車（車番 200） 4.3 4.0 4.6 

軽油 1.9ｔパッカー車（車番 300） 3.8 3.7 3.7 

軽油 3.8ｔアームロール車（車番 500） 4.6 4.6 4.5 

軽油 11.6ｔアームロール車（車番 50） 3.4 3.5 3.5 

軽油 8.3ｔアームロール車（車番 55） 4.2 3.9 3.8 

軽油 6.4ｔユニック車（車番 37） 3.5 3.3 3.5 

軽油 3.0ｔダンプ車（車番 530） 6.8 7.4 6.1 

軽油 

 

3.0ｔユニック車（車番 530） 5.7 5.6 5.8 

軽油 3.5ｔユニック車（車番 5300） 5.3 5.0 4.8 

軽油 1.0ｔトラック（車番 6767） 7.2 7.8 8.6 

軽油 2.0ｔパッカー車（車番 16） 未把握 4.3 3.7 
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4.環境経営目標と実績 

運用全期間（2022年9月～2023年8月）

合計
原単位：

売上100万円
当たり

合計
原単位：

売上100万円
当たり

合計
原単位：

売上100万円
当たり

目標値 817.8 目標値 817.8

実績 94.9% 実績 90.6%

目標値 200.7 目標値 200.7

実績 96.4% 実績 94.8%

目標値 0.52 目標値 0.52

実績 0.0% 実績 26.8%

目標値 0.03 目標値 0.03

実績 50% 実績 50%

目標値 16.2 目標値 16.2

実績 95.2% 実績 65.3%

目標値 257.6 目標値 257.6

実績 94.3% 実績 89.5%

目標値 2.6 目標値 2.6

実績 101.6% 実績 152.4%

目標値 0.005 目標値 0.005

実績 67% 実績 150%

目標値 1台増 目標値 1台増

実績 未達成 実績 未達成

目標値 2.3 目標値 2.3

実績 127.7% 実績 116.9%

目標値 257.6 目標値 257.6

実績 94.2% 実績 89.5%

目標値 1台増 目標値 1台増

実績 未達成 実績 未達成

◆削減率(実績）計算式：（2022年度原単位目標値－2022年度原単位実績）÷2022年度原単位実績×100＝削減率（実績）％

           ※2019年度の灯油使用量が0（ｾﾞﾛ）使用のため、灯油使用量に関しては2018年度を基準とする。

◆電力のＣＯ2換算係数：ＣＯ2排出係数　0.526（kg－CO2/kWh）を採用

項目

二酸化炭素の削減
kg-
CO2

182,158 826.1
1％
削減

削減率
（実績）

基準年度：2019年度
基
準
年
度
に

対
す
る
目
標
値

2021年度

171,653 419.6

灯油使用量の削減 L 180 0.52 0.5％
削減

0 0.00

電力使用量の削減 kWh 45,420 202.7
1％
削減

41,837 102.2

ガソリン使用量の削減 L 3,656 16.3
0.5％
削減

3,397 8.3

液化石油ガス（LPG）使
用量の削減

㎥ 8.7 0.03
0.5％
削減

10.1 0.02

廃棄物排出量の削減
（自社発生分）

ｔ 1.2 0.005
0.5％
削減

1.3 0.003

132.6

総水使用量の削減 ㎥ 580 2.58
0.5％
削減

528 1.29

軽油使用量の削減 L 58,011 258.9
0.5％
削減

54,239

0.0

処分業
（中間処分量）

ｔ 513 2.29
1.5％
増加

417 1.01

環境配慮製品、サービ
スの提供並びに施工

台数 0 0
3年後
1台
増加

0

           ※2019年度を基準年度として設ける

0.0

受託した産業廃棄物の収集運搬・処分における環境配慮

収集運搬業

台 0 0
3年後
1台
増加

0

L
（軽油）

58,011 258.9
0.5％
削減

54,239 132.6

2022年度

評
価削減率

（実績）

158,716 428.9 〇

38,139 103.0 〇

153 0.41 〇

9.9 0.02 〇

3,637 9.8 〇

50,311 135.9 〇

383 1.03 〇

0.9 0.002 〇

0 0.0 ×

0 0.0 ×

393 1.06 〇

50,311 135.9 〇

(基準年度2018年
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≪2022 年度以降の環境経営目標≫ 

当社の環境経営目標は、環境負荷の調査結果により以下のような目標に設定いたしました。 

                                    目標設定時期 2023 年 10 月作成 

環境負荷 

削減目標 
単位 

2022 年度原単位 

実  績 

(2022.9～2023.8) 

原単位に対する中期環境経営目標 

基準年度 

（2019 年度） 
2023 年度 2024 年度 2025 年度 

二酸化炭素 
kg―

C0₂ 
428.9 826.1 

年 1％削減、3 年後 3％の削減を目標とする。 

電力 kWh 103.0 202.7 

灯油 Ｌ 0.41 

 

0.52 
（2018 年度） 

年 0.5％削減、3 年後 1.5％の削減を目標とする。 

液化石油ガス

(ＬＰＧ) 
㎥ 0.02 0.03 

ガソリン Ｌ 9.8 16.3 

軽油 Ｌ 135.9 258.9 

水使用量 ㎥ 1.03 2.58 

廃棄物    

（自社発生分） 
ｔ 0.002 1.2 

環境に配慮し

た製品、サービ

スの提供、施工 

品目数 0 0 2 年後 4 台（1 台増加）を目標とする。 

受託した産業廃棄物の収集運搬・処分における環境配慮 

処分業 ｔ 1.06 2.29 3 年後 5％の増加を目標とする。 

収集運搬業 

Ｌ 

（軽油） 
135.9 258.9 年 0.5％削減、3 年後 1.5％の削減を目標とする。 

台数 0 0 3 年後 1 台の増加を目標とする。 

   ※灯油使用量に関しては 2018 年度を基準年度と設ける。（2019 年度の灯油使用量が０（ゼロ）使用の為） 
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5.今年度（2022 年度）環境経営計画と SDGs への取り組み 

マルワ環境株式会社は、国連が提唱する持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs 環境経営計画 取組内容 取組部門 

 
環境マネジメントシステムの継続的改

善を図り、環境負荷の削減と環境汚染

の未然防止を図る 

・環境経営方針・目標・活動計画の周知 

・環境経営目標・環境活動状況確認 

事務所 

社屋 

 
古紙・金属・プラスチックなどのマテリア

ルリサイクルの推進及びリサイクル率向

上による資源の有効利用、廃棄物排

出量の削減 

・選別の徹底 

・社員講習 

・リサイクル先の新規開拓 

現場全体 

事務所 

 

収集運搬・処分における環境配慮 

・低燃費車両の導入を推進 

・積み込み時に騒音を立てないよう努める 

・排気ガス・騒音・振動等のレベルを抑えるため適正な車両整備を行う 

・走行距離の短縮化を図る 

・受託した産業廃棄物を適切に分別・処理し、リサイクル率の向上を図る 

現場全体 

各車両 

事務所 

地球温暖化防止と使用エネルギーの

削減・電力使用量の削減 

・湿度管理をしながら空調の適温化を図る 

・簡易点検記録簿に基づき、空調・冷却施設の保守点検を定期的に行う 

・照明の適正化、昼光の利用、スイッチの適正管理 

・不要照明の消灯 

現場全体 

社屋 

 

水使用量（排出量）の削減 

・水道配管からの漏洩を定期的に点検する 

・節水ポスターの掲示 

・洗車方法の改善 

社屋 

事務所 

 

環境経営に配慮した製品、またはサー

ビスの提供並びに施行に努める 

・燃費の良い車両の採用 

・製品・サービス並びに工事などの施行に関して、可能な限り環境に配慮する 

現場全体 

社屋 

 

地域社会への貢献と障がい者雇用の

推進 

・各講演への出席、見学会の受け入れ 

・実習生の受入れ 
事務所 

環境経営方針を全社員に周知徹底

し、一般への開示を継続する 

・全社員へ環境経営方針・目標等の周知 

・定期的な会議や訓練の実施 

・環境経営レポートの公開 

現場全体 

事務所 
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6.環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容 

≪運用期間中に十分な取組ができた内容≫ 

・複合機(プリンター)の導入により Fax 等もデータベースで管理し電子化に取り組んでいる 

・両面印刷、両面コピー、使用済み用紙の裏紙を利用するなど徹底している 

・詰め替え可能な製品の利用や備品の修理等により、製品等の長期使用に努めている 

・照明をＬＥＤに切替（2023 年 2 月施行：会議室 10 灯、給湯室・トイレ 2 灯、休憩室 3 灯、 

階段非常灯 1 灯、社長室 2 灯の計 18 灯のＬＥＤ照明交換工事） 

・場内設置の自動販売機を省エネタイプのものに入替 

・排出事業者の排出状況や運搬先の処理施設等の状況を把握し、適切な収集・運搬計画を立てている 

・古紙梱包機などの大型機械の電力量を配慮し、作業時以外は電源をオフ・終業時には主電源を落とすこ

とを徹底させる 

・社員にはマイカップ・マイ箸を使用させ、紙コップ・割り箸など資源の使用を軽減している 

・温湿度計を設置し、事務所及び作業場を快適にすることで作業効率をあげている。 

≪今後、更に充実させるべき取組内容≫ 

・空調を必要な区域・時間に限定して行うよう心掛ける。 

・空調の温度だけではなく湿度管理にも目を向け、快適さを追求する。（湿度が高い→温度を下げる） 

・低燃費の車両・建設機械の導入を計画する 

・液化石油ガス（LPG）、灯油等の環境負荷の少ない燃料を優先的に購入、使用する 

・エコドライブ運転を更に徹底する 

・顧客や発生者に対し、環境保全を提案する                   

・従業員が各自目標をたて、些細なことでもエコ活動につながるように行動を起こしていく 

・整理整頓を徹底し、無駄な動作を減らすことで作業効率をあげる。（時間短縮＝電気代削減） 

≪次年度の取組内容≫ 

環境経営目標未達成項目 次年度（2023 年度）の主な取り組み 

環境配慮製品、サービスの

提供並びに施行 

3 年に 1 台増という目標を掲げると共に、燃費チェックや車両点検を行い社員の意

識づけを継続する。 
  

受託した産業廃棄物の収集運搬・処分における環境配慮の取り組み 

収集運搬業 
引き続き、3 年に 1 台増という目標を掲げると共に、燃費チェックや車両点検を徹

底する。 

7.環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無 

  ≪違反、訴訟等≫ 

   環境関連法規への違反・訴訟等はありません。 

   なお、関係当局よりの違反等の指摘並びに訴訟は過去３年間ありません。 

  ≪当社に適用される法規制等と現在までの遵守状況≫ 

法規制等の名称 該当する活動 遵守状況 

廃棄物処理法 
産業廃棄物中間処分業許可・産業廃棄物収集運搬業許可 

一般廃棄物収集運搬業許可・廃棄物再生事業者登録など 
遵守 

古物営業法 古物営業の許可等・古物商及び古物市場主の遵守など 遵守 

浄化槽法 浄化槽の設置・浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等など 遵守 

建設業法 建設業の許可・建設工事の請負契約など 遵守 

建設リサイクル法 分別解体等の実施・再資源化等の実施など 遵守 

消防法 火災の予防・消防の設備等など 遵守 

徳島県生活環境保全条例 生活環境の保全に関する規制等・生活環境への負荷の低減など 遵守 

騒音規制法 
工場及び事業場における事業活動に伴って発生する相当範囲

にわたる騒音について必要な規制を行うなど 
遵守 
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フロン排出抑制法 
四半期に一回以上の業務用冷凍空調機器への簡易点検をおこ

ない、フロン類漏洩の早期発見を行うなど 
遵守 

北島町公害防止条例 
町が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務 

公害の防止について最大限に努力をするなど 
遵守 

8.代表者による全体評価と見直しの結果 

【 評価 】 

昨年度にコロナ禍の活動制限がなくなり、経済活動は回復したようにみえたが、原油高・円安によ

り県内インバウンド消費は減衰、廃棄物の発生が減りつつある。 

廃棄物総取扱量が産業部門で前年度比 16％減、一般部門も 11％減となり、全部門が減量となった。

比例して、CO2排出量の削減はできているが、とりわけ水と電気の使用量の大幅な削減ができた。日頃

から節水・節電の呼びかけに全社員が積極的に取り組んでくれたことに加え、工場内冷却塔の省エネ

設備の導入、事務所内照明の全 LED化といった設備投資の効果も寄与してくれた。 

エネルギー・原料高と我々を取り巻く環境はますます厳しくなっているが、今後も社員一丸となり

環境保全・地域環境の改善に尽力していきたい。 

【 見直しの指示 】 

・環境経営方針     … ☑変更の必要なし □変更の必要性あり 

・環境経営目標・計画  … ☑変更の必要なし □変更の必要性あり 

・経営システムの各要素 … ☑変更の必要なし □変更の必要性あり 

・実施体制       … ☑変更の必要なし □変更の必要性あり 

9.社内活動の紹介（環境保全・維持向上活動風景） 

取組状況  ～ 環境目標達成への主な取組 ～ 

  二酸化炭素排出量の削減活動  

・工場内のセンサーライトの LED 化 

・各所の照明に節電呼びかけの張り紙 

     
・本社事務所内の照明を LED化し消費電力の削減 
（2023 年 2 月施行：会議室 10 灯、給湯室・トイレ 2 灯、休憩室 3 灯、 

階段非常灯 1 灯、社長室 2 灯の計 18 灯のＬＥＤ照明交換工事） 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ルーメン（lm）とは、電球などの光を発する物体、放出される全ての光の量。数値が高いほど光の量が多くなるため、明るくなる。 

※ルーメン（lm）は「明るさ」、ワット（W）数は「消費電力」を表す 

 

 旧  新 

会議室 
電力量 65W 43W 

明るさ 6690lm 6900lm 

給湯室 

トイレ 

電力量 34W 19.5W 

明るさ 3340lm 3200lm 

休憩室 
電力量 65W 43W 

明るさ 6690lm 6900lm 

階段非常

灯 

電力量 45W 13.2W 

明るさ 不明 1600lm 

社長室 
電力量 135W 73.7W 

明るさ 10620lm 10200lm 

会議室 

社長室 



16 

 

 水使用量の削減  

蛇口付近に節水呼びかけの貼り紙 

             
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 収集運搬の効率化の推進  

自社運搬による製鐵所への出荷 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

  社員の健康管理強化  

・出勤時の検温（2023.3 月まで実施） ・血圧計（該当者のみ）  ・ドライバーの飲酒チェック 

（出勤・退勤時、外回り時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水分補給（ウォーターサーバー設置）                ・熱中症関係の資料掲示（消防庁資料より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交通事故防止対策（会社周辺フェンス）    

 

 工場内周辺の清掃活動の様子  

 消防訓練の様子  
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 設備投資  

・クーリングタワー（冷却塔）の交換         ・防犯カメラ２台増設・機種入替 

（2022.12.11 工事）               （2022.12.11‐12.18 工事） 

                     

                     

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

    

 

・・・水使用量の削減に期待           ・・・従来品と違い 100Ｖのコンセントが不要になった。 

 

・場内舗装工事 （2023.7.17-8.6） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 舗装工事後   舗装工事前  
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・太陽光モニター入替（事務所内）2023.8.31 

 

 


